
 

 

国 有 財 産 売 払 公 示 書 

 

 

下記国有財産を一般競争入札（期間入札）により売払いします。 

 

記 

 

１ 売払物件 

別紙「令和７年度第１回期間入札売払物件一覧表」のとおり。 

 

２ 競争参加者に必要な資格 

次のいずれにも該当しない者であること。 

（１）予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第７０条の規定に該当する者。 

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者

は、同条中、特別の理由がある場合に当たります。 

 

（２）予算決算及び会計令第７１条の規定に該当する者。 

 

（３）国有財産法（昭和２３年法律第７３号）第１６条の規定に該当する者。 

 

（４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規

定する暴力団及び警察当局から排除要請がある者。 

 

３ 入札の条件等 

（１）入札者は、入札物件が物件調書等に記載された内容であることを了承のうえ、入札に参加する

ものとします。また、売買契約に当たっては、売買物件が物件調書等に記載された内容であるこ

とを了承のうえ、買い受ける旨を特約条項として契約書に付します。 

 

（２）農地法（昭和２７年法律第２２９号）上の農地である物件については、売買契約締結前に農地

法第３条第１項の規定による農地の権利移転許可又は農地法第５条第１項の規定による農地転

用の許可が必要となります。【対象物件：物件番号 112、124】 

   なお、農地として利用する場合（上記農地法第３条）の入札参加者は「農耕適格者」に限ら 

れます。 

   農地法の許可及び「農耕適格者」の基準等について物件の所在する市町村の農業委員会へ 

事前に確認のうえ入札してください。 

 

４ 入札受付期間及び開札の日時・場所 

（１）入札受付期間・提出先 

期 間  令和 ７ 年 ４ 月 ２８ 日（月） 午前９時から 

令和 ７ 年 ５ 月 １４ 日（水） 午後５時まで（必着） 

  受付時間は午前９時から１２時及び午後１時から５時まで 

（ただし、土曜日・日曜日・祝日等の閉庁日を除く） 

提出先  〒980-8436  

仙台市青葉区本町３－３－１ 仙台合同庁舎Ｂ棟７階 

東北財務局管財部統括国有財産管理官３ （電話）022-224-5671 



 

 

 

（２）開札の日時・場所 

日 時  令和 ７ 年 ５ 月 ２２ 日（木）午前１０時から 

場 所  東北財務局 第一会議室（仙台合同庁舎Ｂ棟７階） 

 

５ 入札要領、契約書（案）、入札書等を示す場所 

公示日から令和７年５月１４日（水）までの間、次の場所において行います。 

○ 東北財務局管財部統括国有財産管理官３（宮城県内） 

宮城県仙台市青葉区本町 3-3-1 仙台合同庁舎Ｂ棟 7階  （電話）022-224-5671 

○ 東北財務局青森財務事務所管財課（青森県内） 

青森県青森市新町 2-4-25 青森合同庁舎 3階        （電話）017-722-1477 

○ 東北財務局盛岡財務事務所管財課（岩手県内） 

岩手県盛岡市内丸 7-25 盛岡合同庁舎 4階       （電話）019-625-3354 

○ 東北財務局秋田財務事務所管財課（秋田県内） 

秋田県秋田市山王 7-1-4 秋田第二合同庁舎 3階     （電話）018-862-4205 

○ 東北財務局山形財務事務所管財課（山形県内） 

山形県山形市緑町 2-15-3 山形第二地方合同庁舎 2階    （電話）023-641-5176 

○ 東北財務局福島財務事務所管財課（福島県内） 

福島県福島市花園町 5-46 福島第二地方合同庁舎 5階    （電話）024-535-0304 

 

６ 入札方法等 

（１）入札保証金の納付等 

① 入札保証金は、各自入札書に記載する金額の１００分の５以上（円未満切上げ）に相当する

金額とし、財務局・財務事務所から交付を受けた所定の「振込依頼書」を用いて、財務局の指

定する口座に令和７年５月１４日（水）までに現金により振り込むものとします。 

② 入札保証金は、落札者を除き、入札者があらかじめ指定した金融機関の預金口座へ振り込む 

方法により返還します。 

なお、落札者の決定を留保した場合は、落札者を決定するまでの間、当該物件の入札者に 

係る入札保証金の返還を留保します。ただし、落札者の決定を留保した当該物件について、 

開札後、入札参加者から落札決定前に入札を辞退する旨の申し出があった場合には、入札保 

証金を返還します。 

③ 入札保証金には、利息を付しません。 

 

（２）入札方法 

入札は、上記５から交付を受けた入札書等の用紙を使用し、入札書提出用封筒に「入札書」 

のみを入れて封をし、その封筒と入札保証金提出書（２連複写の２枚目の入札保証金振込証明 

書用紙に金融機関から受け取った保管金受入手続添付書を貼付したもの）を郵送用封筒に入れ 

て、「東北財務局管財部統括国有財産管理官３」あて、簡易書留郵便により送付して申し込む 

ものとします。 

また、上記４の（１）の期間であれば、午前９時から午後５時までの間は、東北財務局管財部 

統括国有財産管理官３に持参することもできます（土曜日・日曜日・祝日等の閉庁日を除く）。 

なお、入札書の提出後、入札を取り消すことや入札書の記載の変更はできません。 

 

７ 入札の無効 

競争参加に必要な資格のない者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札（「入札要領」 

参照）は無効とします。 



 

 

 

８ 落札者の決定方法 

（１）開札の結果、最低売却価格以上で、かつ、最高の価格をもって入札した者を落札者と決定しま 

す。 

ただし、最低売却価格以上で最高の価格をもって入札した者が警察当局から排除要請のある者 

であるか否かについて確定していない場合は、当該入札者を落札候補者とし、落札者の決定を留 

保するとともに、当該物件に係る全ての入札参加者へその旨通知します。排除要請の有無の確定 

後、警察当局から排除要請が行われなかった場合は、落札候補者を落札者と決定するものとし、 

排除要請が行われた場合は、落札候補者の入札を無効とするとともに、最低売却価格以上で入札 

した他の者（警察当局から排除要請が行われなかった者に限る。）のうち最高の価格をもって入 

札した者を落札者として決定します。 

 

（２）落札となるべき同価格の入札をした者が２者以上あるときは、全物件の開札終了後直ちに「く 

じ」によって落札者を決定します。入札者が開札会場にいない場合には、国の指定した者が代理 

でくじを引きます。 

 ただし、落札となるべき同価格の入札をした者が警察当局から排除要請のある者であるか否か 

 について確定していない場合は、くじ引きを留保します。排除要請の有無の確定後、警察当局か 

 ら排除要請が行われなかった場合は、くじ引きを行い落札者を決定します。排除要請が行われた 

 場合は、当該落札候補者の入札を無効とし、排除要請が行われなかった者でくじ引きを行い落札 

 者を決定します。落札候補者全てに排除要請が行われた場合は、当該落札候補者の入札を無効と 

 するとともに、最低売却価格以上で入札した他の者（警察当局から排除要請が行われなかった者 

に限る。）のうち最高の価格をもって入札した者を落札者として決定します。 

 

９ 契約の締結及び契約不履行 

（１）落札者は、契約締結の際に、暴力団排除に関する誓約書（所定の様式）を提出してください。 

落札者との売買契約の締結は、令和７年６月２０日（金）までに、各物件の所在地を管轄する

財務局・財務事務所において行います。 

ただし、農地法上の転用許可等を必要とする物件（上記３の（２）に掲げる物件）については、 

令和７年６月２０日（金）までに農地権利移転又は農地転用の許可申請を行い、許可日から３０

日以内に売買契約を締結します。なお、開発許可を伴う場合は、落札者から財務事務所への申し

出により、落札決定の翌日から３か月以内に限り契約締結期限の延長が可能です。延長期限につ

いては別途通知します。 

また、落札者の決定を留保した場合の売買契約締結等期限については、落札者として決定した

者に別途通知します。 

 

（２）誓約書を提出されない場合には契約締結は行わず、入札保証金は国庫に帰属します。 

また、誓約書を提出のうえ、期限までに契約を締結しない場合（農地法上の許可申請が必要な

物件については、期限までに許可申請を行わない場合又は誓約書を提出のうえ、期限までに契約

を締結しない場合）にも、入札保証金は国庫に帰属します。 

 

１０ 契約書作成の要否 

契約書の作成を要します。 

 

 

 

 



 

 

 

１１ 売買代金の支払い方法 

次のいずれかの方法により支払うこととなります。 

ただし、物件番号 102、121、125、126 の物件は、（１）の支払方法は選択できません。 

ご注意ください。 

なお、物件により国が発行する「納入告知書」が２通になる場合があります。 

 

 （１）売買契約と同時に全額を納付する方法 

契約締結時に、売買代金と入札保証金との差額を納付してください。 

 

（２）契約保証金を納付し、２０日以内に納付する方法（契約保証金充当方式） 

売買代金の１００分の１０以上（円未満切上げ）の契約保証金を納付し、売買代金と契約保

証金との差額を国が発行する「納入告知書」により、契約締結の日から２０日以内に納付して

ください。 

入札に当たって納付された入札保証金を契約保証金に充当することができます。この      

場合、契約締結日までに契約保証金と入札保証金との差額を納付してください。 

なお、売買代金の納付が行われなかった場合には、契約不履行となり、契約保証金は国庫に

帰属します。 

 

  （注）契約保証金は、現金の持参又は落札後に財務局・財務事務所から交付される所定の「振込依

頼書」を用いて、財務局等の指定する口座への振込により納付してください。 

 

１２ 現地説明 

現地説明は行いません。 

 

１３ 契約内容等の公表 

（１）入札の実施結果に係る次に掲げる情報については、開札後速やかに東北財務局のホームページ  

において公表します。 

・所在地 

・登記地目（建物付土地の場合は登記地目及び種類。以下同じ。） 

・面積（建物付土地の場合は土地面積及び建物面積。以下同じ。） 

・応札者数 

・開札結果 

・都市計画区域、用途地域、建蔽率、容積率 

  

（２）契約締結したものについては、その契約内容に係る次に掲げる情報を東北財務局のホーム 

ページにおいて公表します｡ 

・所在地 

・登記地目 

・面積 

・応札者数 

・開札結果 

・不落等随契の有無 

・契約年月日 

・契約金額 



 

 

 

・契約相手方の法人・個人の別（契約相手方が地方公共団体の場合は当該団体名） 

・契約相手方の業種（契約相手方が法人の場合のみ） 

・価格形成上の減価要因（国の予定価格（予算決算及び会計令第８０条の規定に基づき定 

 める予定価格）の算定に当たり、地下埋設物、土壌汚染等の物件の状況又は建物解体撤去 

を減価要因とした場合のその要因） 

・都市計画区域、用途地域、建蔽率、容積率 

 

（３）上記（１）及び（２）に掲げる情報の公表に対する同意が契約締結の要件となります。 

 

１４ その他 

 （１）入札者は、本公示書のほか、入札要領及び国有財産売買契約書（案）を十分理解のうえ、入札 

に参加してください。 

 

（２）契約不適合に係る取扱いについては、「国有財産の一般競争入札のご案内」に記載しています。 

 

（３）入札参加者の開札時における出席は自由ですが、入札参加者及びその関係者以外の方は開札 

会場への入場はできません。 

 

                       以上 公示します。 

 

令和７年４月１１日 

 

 

東 北 財 務 局 


